
災害発生時の対応指針の見直しについて 

 
総務省政策統括官（統計基準担当）室 

 
 
【第１回共通基盤ＷＧにおける委員意見】 

「大規模災害が発生した場合に関する対応指針」（以下「対応指針」という。）には、

災害発生後も通常業務をいかに継続していくかの観点から規定されているが、災害に

伴い新たに発生する事務への対応といった内容を当該指針に盛り込むことが必要 
 
【対応指針見直しの要否に係る検討の理由】 

これまでの共通基盤ＷＧで出された次期基本計画における取扱い及び基本的な考

え方（案）においては、平成 31 年度までに各府省が行動計画を策定することとされ

ているが、各府省の行動計画策定を遅らせる要因とならないよう、対応指針の見直し

の要否について早期に結論を得ることが必要 

 
【過去の大規模災害に伴い新たに発生した事務の状況】 

○ 対応指針においては、「大規模災害」をいわゆる「特定非常災害」と想定している

ため、東日本大震災及び平成 28年熊本地震を対象に状況を把握 

○ 対応指針には、統計調査関係者の安否確認、被害状況の把握、既存統計調査の変

更（調査対象者の変更、調査実施時期の延期等）、統計情報等の提供等については記

載済みであるため、記載のない新たな調査の実施等に絞って把握 

 
○ 平成 23年度から 29年９月までの間に、東日本大震災に伴い新たに実施した統計

調査等は 15 件（統計調査名は別紙参照）。平成 28 年熊本地震に伴い新たに実施し

た統計調査等は０件 

 

表１ 大規模災害に伴い新たに実施した統計調査及び変更した既存統計調査の数（新

規・変更別） 

 東日本大震災に伴い新たに
実施した統計調査等数 

平成 28年熊本地震に伴い新
たに実施した統計調査等数 

新規の統計調査の実施 4 0 

既存統計調査の調査項
目、選択肢の変更 11 0 

計 15 0 

注 既存調査の変更については、調査対象者の変更、調査実施時期の延期を除く。  
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○ 東日本大震災に伴い新たに実施した統計調査等の大半は、災害発生の翌々年度以

降に実施。なお、平成 23年度に実施した統計調査は、被害が甚大な地域を除いて実

施されている。 

 
表２ 大規模災害に伴い新たに実施した統計調査及び変更した既存統計調査の数（年

度別） 

 統計調査
実施件数 

東日本大震災に伴い新たに実施した統
計調査等数 

平成 28 年熊本
地震に伴い新た
に実施した統計
調査等数 経常 周期 1回限り 計 

平成 23 年度 228 2 0 1   3  

平成 24 年度 241 2 2 4 8  

平成 25 年度 232 0 1 1 2  

平成 26 年度 228 0 1 0 1  

平成 27 年度 226 0 1 0 1  

平成 28 年度 241 0 0 0 0 0 

平成 29 年度 － 0 0 0 0 0 

注１ 既存調査の変更については、調査対象者の変更、調査実施時期の延期を除く。 
注２ 複数年度に渡って実施している統計調査は、新規事項の追加があった初年度のみ計上している。 

 
○ 今後、大規模災害が発生した場合にこれまでに追加した事項を把握する必要性に

ついて、東日本大震災のように全国的に影響がある場合等は必要としているものが

２件、現時点では判断できない又は災害の規模、種類、社会情勢、ニーズ、調査周

期等を考慮して判断するとしているものが 13件 

 

【当面の結論】 

○ 各府省における状況を把握した結果、新たな調査の実施については、①過去の実

績として多くはないこと、②新たに実施するに当たっては、被災地等の状況を見極

めて実施する必要があること、③大規模災害の規模、種類等が区々であり、現時点

で調査ニーズを把握し難いといった状況にある。 
○ こうした現状を踏まえると、また、対応指針は、各府省等における大規模災害が

発生した場合に関する具体的な行動計画の策定を促進する目的で策定しているこ

とに鑑みると、まずは各府省の行動計画の策定を促すことに注力し、対応指針につ

いては、各府省の行動計画策定の過程で把握され得る具体的なニーズ等も踏まえつ

つ、必要に応じて見直しを検討することとしたい。 

  



別紙 
 

東日本大震災に伴い新たに実施した統計調査及び変更した既存統計調査 
 

平成 23年度 

国民健康・栄養調査（厚生労働省） 

有期労働契約に関する実態調査（厚生労働省） 

労働経済動向調査（厚生労働省） 

 

平成 24年度 

東日本大震災における地震・津波等の避難に関する実態調査（内閣府） 

避難に関する総合的対策の推進に関する実態調査（内閣府） 

就業構造基本調査（総務省） 

科学技術研究調査（総務省） 

民間企業の研究活動に関する調査（文部科学省） 

平成 24 年福島県患者調査（厚生労働省） 

生活と支え合いに関する調査（社会保障・人口問題基本調査）（厚生労働省） 

建設副産物実態調査（国土交通省） 

 

平成 25年度 

東日本大震災における原子力発電所事故に伴う避難に関する実態調査（内閣府） 

住宅・土地統計調査（総務省） 

 

平成 26年度 

全国消費実態調査（総務省） 

 

平成 27年度 

国勢調査（総務省） 

 
 
注１ 既存調査の変更については、調査対象者の変更、調査実施時期の延期を除く。 
注２ 複数年度に渡って実施している統計調査は、新規事項の追加があった初年度に記載 
 



参考 

大規模災害が発生した場合に関する対応指針 

 

平成28年３月30日 

総務省政策統括官（統計基準担当）決定 

 

Ⅰ 背景及び目的 

  本指針は、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定。以

下「基本計画」という。）において、「災害発生時等の備えとして、大規模災害が発生し

た場合の対応に関する課題を抽出し、対応指針を取りまとめるとともに、日頃から統計調

査関係者の自覚・判断力を養う方策についても検討し、順次取組を進める。」などとされ

ていることに基づき、各府省等における大規模災害が発生した場合に関する具体的な行動

計画の策定を促進するため、定めるものである。 

  なお、本指針における「大規模災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）

第28条の２第１項＊ の規定中「著しく異常かつ激甚な非常災害」に相当する災害を想定し

ている。 
 
 ＊ 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）（抄） 
   （緊急災害対策本部の設置） 
  第28条の２ 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別

の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第２項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時
に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。 

 

  各府省等は、本指針を参考として、所管する統計調査や加工統計ごと又はそれらをまと

めて、大規模災害が発生した場合における具体的な行動計画を策定されたい* 。行動計画

の策定に当たって、下記Ⅱに掲げる取組事項のうち、※が付されている事項については、

その主旨を行動計画に必ず盛り込むこととし（※のうち、法定受託等により地方公共団体

を調査系統として含んでいるものについては「※ 地方公共団体関係調査」と記載してい

る。）、それ以外の事項については、それぞれの状況に応じて取捨選択・変更する。また、

行動計画は、基本的には既存の各府省等における業務継続計画と対象範囲がすみ分けられ

るものであるが、重複する記述がある事項については業務継続計画によるものとし、行動

計画にその旨を記述するなど業務継続計画との整合性を持たせるよう留意すること。 

  なお、本指針は、各府省等が、大規模災害までには至らない程度の災害が発生した場合

に関する行動計画について、本指針を参考として策定することを妨げるものではない。 
 
 ＊  加工統計については、公表周期が月次・四半期のものを想定。なお、他府省等の情報も使用して統計を作成している場合

の行動計画については、自府省等の業務のみに係るものとしても構わないものとする。 

 

Ⅱ 大規模災害に関する取組事項 

 １ 平常時の取組 

  (1) 緊急時体制の整備 

   ① 緊急時体制の責任者、関係者の役割・責任、指揮命令系統を明確に定めておくこ

と。 ※ 

   ② 重要な役割を担う者が死傷したり連絡がつかなかったりする場合に備え、権限委

譲や代行者及び代行順位を定めておくこと。 ※ 

   ③ 緊急時体制に係る連絡先名簿を作成しておくこと。 ※ 

   ④ 事業継続に係る基本的な対応方針を定めておくこと。 ※ 

 

  (2) 統計調査を実施できない場合の政府・国民への影響の評価 

   ① 統計調査業務が中断した場合の影響について、定量的又は定性的に評価し、重要



 

 

な統計調査を特定すること。また、それらの重要な統計調査業務について、どの程

度の中断に耐え得るかを検討しておくこと。 

   ② 上記①の結果を踏まえ、優先的に継続・復旧すべき重要業務を絞り込んでおくこ

と。 

 

  (3) 様々な障害別の業務遂行可能性の検証 

   ① 統計調査業務の中断を引き起こす可能性がある発生事象（例えば、大規模災害が

発生したことによる要員、庁舎、電力、電話設備、情報システム等の障害）を洗い

出しておくこと。 

   ② 上記①で洗い出した発生事象について、発生の可能性及び発生した場合の影響に

ついて定量的又は定性的に評価し、優先的に対応すべき発生事象の種類を特定し、

順位付けをしておくこと。 

   ③ 優先的に対応すべきとして特定した発生事象によって、重要業務がいつまでに復

旧できるか、どのくらいの業務水準で継続・復旧できるかを推定しておくこと。 

 

  (4) 中枢機能の確保 

   ① 調査票情報等のバックアップを用意し、遠隔地で保管すること。 

   ② 現拠点の建物、設備等の防御のための対策（耐震補強、防火対策、洪水対策等）

を行うこと。 

   ③ 現拠点での勤務が不可能な状況になった場合に備えて、代替拠点を選定しておく

こと。 

 

  (5) 国と地方公共団体等との連絡手段の構築 

    被災時の国と地方公共団体等との連絡手段として、政府共通ＮＷ／ＬＧＷＡＮ掲示

板システム（https://glbbs.gex.hq.admix.go.jp/NB/NoticeBoard.nsf）のバーチャ

ルフォーラム上に、総務省政策統括官（統計基準担当）がフォーラムを設ける。 

    被災後、通常の連絡ができるようになるまでは、極力当該フォーラム上で双方向の

連絡を行うこと。各府省等間における情報共有についても、極力当該フォーラム上で

行うよう努めること。 ※ 

 

  (6) 調査関係書類の提供の検討 

    所管する統計調査の実施に際して収集した調査関係書類（調査対象名簿、調査区地

図、要図等その他関係書類）について、被災地域の復旧・復興等に向けた利用に供す

ることができるよう、過去の実績を含め整理しておくこと。 ※ 

 

  (7) 研修・訓練の実施 

   ① 研修・訓練の実施体制、目的、対象者、実施方法、実施時期等を含む実施計画を

作成しておくこと。 ※ 

   ② 研修・訓練の実施計画には、関連する地方公共団体、統計調査員等に対する内容

も含むものとすること。 ※ 地方公共団体関係調査 

   ③ 研修・訓練は、定期的に行うほか、体制や要員に大幅な変更があったときや行動

計画の見直し・改善を実施したときに行うこと。 ※ 

   ④ 研修・訓練には、行動計画について、関係者が常に活用できるよう適切に管理さ

せることを盛り込むこと。 ※ 

  



 

 

 ２ 災害時の取組 

  (1) 調査実施に関する取組 

   ア 初動 

    【国の本府省内部部局等が大きな被害を受けた場合】 

    ① 職員の安全確保、周囲の安否確認等を優先した上で、上記１(1) によりあらか

じめ定めた緊急時体制も踏まえ、大規模災害に応じた体制構築を行うこと。 ※ 

    ② 要員、庁舎、電力、電話設備、情報システム等の障害発生状況を踏まえ、事業

継続の可否について責任者が判断すること。事業継続不可の場合、復旧するまで

所管の統計調査業務を止めることとし、その旨、連絡が可能になり次第、総務省

政策統括官（統計基準担当）を含む関係機関に報告すること。 ※ 

    ③ あらかじめ整理した取組のうち初動として行うべき取組があれば、国の機関の

被害状況等を踏まえつつ、大規模災害に応じた体制構築後速やかに実施すること。 

    【国の本府省内部部局等が大きな被害を受けていない場合】 

    ① 被災地域に統計調査業務を行う地方支分部局がある場合には、現地において地

方支分部局の職員の安全確保、周囲の安否確認等を優先した上で、あらかじめ定

めた緊急時体制も踏まえ、大規模災害に応じた体制構築を行い、また、国の本府

省内部部局等の統計部門との間で連絡手段を構築すること。 

    ② あらかじめ整理した取組のうち初動として行うべき取組があれば、国の機関の

被害状況等を踏まえつつ、大規模災害に応じた体制構築後速やかに実施すること。 

 

   イ 被害状況の把握等 

    ① 報道や関係機関等からの連絡などにより情報を収集し、可能な範囲で調査対象

地域の被害状況の把握を行うこと。 ※ 

    ② 被災直後の地方公共団体は災害復旧に忙殺される状況にあることに鑑み、被害

状況の把握に当たっては、被災した地方公共団体への国からの連絡が可能な限り

輻輳しないよう留意すること。 ※ 地方公共団体関係調査 

    ③ 上記留意点も踏まえ、国・地方公共団体の被災状況等に係る情報の共有に当た

っては、可能な限り、政府共通ＮＷ／ＬＧＷＡＮ掲示板システムのバーチャルフ

ォーラムを活用すること。 ※ 

    ④ 地方公共団体からの被害情報の発信は、復旧業務との兼ね合いに応じて適宜実

施してもらうこととし、国側は詳細情報の把握を急がないこと。地方公共団体か

らは、庁舎、情報システム、紙媒体の調査票が受けた被害、職員、統計調査員・

調査対象者の安否確認といった、統計調査業務の継続の判断に資する情報を適宜

発信してもらうこと。 ※ 地方公共団体関係調査 

    ⑤ 国が自ら実施する統計調査において、統計調査員・調査対象者の安否確認に当

たっては、大規模災害直後は、電話がつながらないなど迅速な連絡が取れないこ

とや、統計調査員・調査対象者の無事を第一に考え、避難等に差し支えないよう

留意すること。 ※ 

 

   ウ 調査票、調査関係書類等の取扱い 

    【国の本府省内部部局等が大きな被害を受けた場合】 

    ① 庁舎等の立入禁止などにより調査票、調査関係書類等の収集等が不可能となる

状況が発生するおそれがあることに留意すること。 

    ② 地方公共団体・民間事業者・統計調査員等が管理する調査票、調査関係書類等

については、配送中の事故など物流の混乱による滅失・毀損等が起こり得ること

に留意すること。 



 

 

    ③ 上記留意点を踏まえ、調査票、調査関係書類等については、統計調査員等が提

出を保留して統計調査員の自宅に保管することを認めるなど可能な限り弾力的な

対応を行うよう努めること。 

    ④ 調査票、調査関係書類等が滅失・毀損している場合は、必要に応じて調査や公

表の変更を検討すること。 

    【国の本府省内部部局等が大きな被害を受けていない場合】 

    ① 地方公共団体・民間事業者・統計調査員等が管理する調査票、調査関係書類等

については、配送中の事故など物流の混乱による滅失・毀損等が起こり得ること

に留意すること。 

    ② 上記留意点を踏まえ、調査票、調査関係書類等については、地方公共団体・民

間事業者が提出を保留すること、統計調査員等が直接持参することや提出を保留

して統計調査員の自宅に保管することを認めるなど可能な限り弾力的な対応を行

うよう努めること。 

    ③ 調査票、調査関係書類等が滅失・毀損している場合は、必要に応じて調査や公

表の変更を検討すること。 

 

   エ 調査変更等 

    (ｱ) 調査変更の判断 

     調査変更に当たっては、以下の内容について判断すること。 

     ① 調査変更が必要な調査対象者又は地域を特定すること。 

     ② 調査対象者又は地域ごとに調査票配布・回収時期を延期すること。 

     ③ 調査対象者又は地域ごとに調査事項を変更すること。 

     ④ 調査対象者又は地域ごとに調査を中止し、代替となる調査対象を選定するこ

と。 

     ⑤ 上記①から④までに加え、庁舎等の立入禁止、物流の混乱等による調査票の

収集への影響、調査票、調査関係書類等の滅失・毀損等の状況を踏まえ、必要

に応じて、再調査や補完推計等を実施すること。 

 

    (ｲ) 調査変更の手続 

     ① 大規模災害の際の調査変更の手続の簡略化について、期限内に履行されなか

った義務に係る免責に関する措置に関係する政令の制定、公布及び施行の状況

等を踏まえ、総務省政策統括官（統計基準担当）は、各府省等並びに都道府県

及び指定都市に対し、調査変更に際し弾力的な対応を行うといった手続簡略化

に係る通知を政府共通ＮＷ／ＬＧＷＡＮ掲示板システムのバーチャルフォーラ

ム上で可及的速やかに発出する。 ※ 

     ② 期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置に関係する政令及び

上記①の総務省政策統括官（統計基準担当）からの通知を踏まえ、必要に応じ

て、調査変更の手続を行うこと。  ※ 

 

    (ｳ) 公表変更の判断、変更の国民への周知 

     ① 公表期日の変更を行う措置についての情報は、可能な限り本来設定していた

公表期日の一週間前までに周知すること。また、公表期日の変更の有無にかか

わらず、公表期日、特別な対応の有無等について、各府省等ホームページ及び

政府統計の総合窓口（e-Stat）の「各府省からのお知らせ」に掲載すること。 

※ 

     ② 特別な対応が取られた調査の結果については、当該調査結果の公表の際に、



 

 

特別の対応の具体的内容の情報を提供すること。 ※ 

 

  (2) 統計情報の提供等 

   ア 統計情報の提供 

    ① 被災地域の復旧・復興に貢献すべく、各府省等においては、必要に応じ、特別

集計による被災状況に係る統計情報、復旧・復興に向けた統計情報の提供を行う

こと。 ※ 

    ② 統計情報の提供実績については、ホームページや統計法施行状況報告などで提

供・共有すること。 ※ 

 

   イ 調査関係書類の提供 

     所管する統計調査の実施に際して収集した調査関係書類について、Ⅱ１(6) であ

らかじめ整理した内容を踏まえ、被災地域の復旧・復興等に向けた利用に供するこ

と。 ※ 

 

  (3) 調査再開、記録保存・情報共有 

   ア 調査再開の公表、調査再開の総務省政策統括官（統計基準担当）への連絡 

    ① 調査再開に当たっては、被災地域の住民の生活の安定や調査実施業務を担う組

織における業務体制に留意の上、無理のない範囲で通常業務を再開すること。 

※ 

    ② 調査再開の公表については、各府省等ホームページ及び政府統計の総合窓口

（e-Stat）の「各府省からのお知らせ」に掲載すること。 ※ 

    ③ 調査再開については、総務省政策統括官（統計基準担当）にメール又はファッ

クスにより連絡すること。 ※ 

 

   イ 記録保存・情報共有 

    ① 大規模災害に対する対応状況について、可能な限り記録し保存するとともに、

総務省政策統括官（統計基準担当）は、各府省等の対応状況について取りまとめ、

ホームページや統計法施行状況報告などで提供・共有する。 ※ 

    ② 大規模災害に際して行った特別措置の影響について、可能な限り、保存・情報

共有を図ること。 ※ 

 

Ⅲ 推進体制 

  本指針を参考とした各府省等における具体的な行動計画の策定を促進するため、「統計

リソースの確保及び有効活用等に関するワーキンググループ」において、各府省等の行動

計画の策定に係る状況について情報共有を行う。各府省等は、他府省等の行動計画を参考

として、自らの行動計画の策定や更なる見直し・改善を行うものとする。 

  行動計画については、政府共通ＮＷ／ＬＧＷＡＮ掲示板システムのバーチャルフォーラ

ムでも共有することとする。 

  また、政府共通ＮＷ／ＬＧＷＡＮ掲示板システムのバーチャルフォーラムの使用方法に

ついては、定期的に確認することとする。 

 

Ⅳ その他 

 １ 統計調査業務の継続及び早期復旧への努力 

   正確な公的統計は、政府に対する国内及び我が国に対する国外からの信頼に寄与する

ものであることに鑑み、各府省等は、可能な限り統計調査業務を継続するよう努めると



 

 

ともに、統計調査業務が中断された場合にあっても可能な限り統計調査業務を早期に復

旧することができるよう努める。 

 

 ２ 本指針の見直し 

   本指針は、大規模災害を始めとする災害の発生状況、政府内における他の取組状況、

上記Ⅲにおける各府省等の取組状況等を踏まえ、必要に応じて、適宜、見直しを行う。 
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